
静岡県地域密着型サービス外部評価実施要綱

改 正 前 改 正 後

１ 目的

本要綱は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成18年厚生労働省令第34号）第97条第７項及び指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働

省令第36号）第86条第２項の規定に基づき、指定認知症対応型共同生活介護事

業者及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者（以下「事業者」とい

う。）が提供する介護サービスの質について、自ら行う評価（以下「自己評価」

という。）及び外部の者による評価（以下「外部評価」という。）に関して必

要な事項を定める。

２ 自己評価及び外部評価の項目

自己評価及び外部評価の項目は、別記のとおりとする。

３ 自己評価及び外部評価の実施回数

（1）事業者は、原則として少なくとも年に１回は事業所ごとに自己評価及び外

部評価を実施するものとする。

（2） 県は、事業者の申出により、過去に外部評価を５年間継続して実施して

いる事業所であって、かつ、次に掲げる要件をすべて満たす場合には、(1)

の規定にかかわらず、当該事業者の外部評価の回数を２年に１回とするこ

とができる。この場合、外部評価を実施しなかった年については、「５年間

継続して実施している事業所」の要件の適用に当たっては、実施したもの

とみなすこととする。

なお、当該実施回数を適用することについて、あらかじめ、当該事業所の指

定及び監督を行っている市町と協議し、同意を得るものとする。

１ 目的

本要綱は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成18年厚生労働省令第34号）第97条第７項及び指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働

省令第36号）第86条第２項の規定に基づき、指定認知症対応型共同生活介護事

業者及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者（以下「事業者」とい

う。）が提供する介護サービスの質について、自ら行う評価（以下「自己評価」

という。）及び外部の者による評価（以下「外部評価」という。）に関して必

要な事項を定める。

２ 自己評価及び外部評価の項目

自己評価及び外部評価の項目は、別記１又は別記２のとおりとする。

３ 自己評価及び外部評価の実施回数

（1）事業者は、原則として少なくとも年に１回は事業所ごとに自己評価及び外

部評価を実施するものとする。

（3） 県は、事業者の申出により、過去に外部評価を５年間継続して実施して

いる事業所であって、かつ、次に掲げる要件をすべて満たす場合には、(1)

の規定にかかわらず、当該事業者の外部評価の回数を２年に１回とするこ

とができる。この場合、外部評価を実施しなかった年については、「５年間

継続して実施している事業所」の要件の適用に当たっては、実施したもの

とみなすこととする。

なお、当該実施回数を適用することについて、あらかじめ、当該事業所の指

定及び監督を行っている市町と協議し、同意を得るものとする。



ア 自己評価及び外部評価結果（様式１）及び目標達成計画（様式２）を市町

に提出していること。

イ 運営推進会議が過去1年間に６回以上開催されていること。

ウ 運営推進会議に、事業所の存する市町の職員又は地域包括支援センターの

職員が出席していること。

エ 自己評価及び外部評価結果（様式１）のうち、外部評価項目の２、３、４、

６の実践状況（外部評価）が適切であること。

４ 評価機関

外部評価は、県が選定した評価機関が行うものとし、評価機関の要件及び選

定手続については、別に定める。

５ 外部評価の手続

(1) 事業者が外部評価を受けようとするときは、評価機関に申込み、当該機関

との間で業務委託契約（以下「契約」という。）を結び、当該機関に対し

て評価手数料を支払うものとする。

(2) 評価機関は、当該機関の実施要領を定め、当該実施要領及び契約に基づき

外部評価を行うものとする。

６ 外部評価の手法

(1) 外部評価は、複数の評価調査員（そのうち、主となる評価調査員を主任評

価調査員とする。）により実施された書面調査と訪問調査の結果を総合し

た上で、評価機関としての評価結果の決定を行うものとする。

(2) 複数のユニットを持つ認知症対応型共同生活介護事業所については、特別

な事情がある場合を除き、ユニットごとに調査を実施した上で、最終的な

評価は事業所全体を単位として行うものとする。

(3) 書面調査

ア 自己評価調査

ア 自己評価及び外部評価結果（様式１）及び目標達成計画（様式２）を市町

に提出していること。

イ 運営推進会議が過去1年間に６回以上開催されていること。

ウ 運営推進会議に、事業所の存する市町の職員又は地域包括支援センターの

職員が出席していること。

エ 自己評価及び外部評価結果（様式１）のうち、外部評価項目の２、３、４、

６の実践状況（外部評価）が適切であること。

４ 評価機関

外部評価は、県が選定した評価機関が行うものとし、評価機関の要件及び選

定手続については、別に定める。

５ 外部評価の手続

(1) 事業者が外部評価を受けようとするときは、評価機関に申込み、当該機関

との間で業務委託契約（以下「契約」という。）を結び、当該機関に対し

て評価手数料を支払うものとする。

(2) 評価機関は、当該機関の実施要領を定め、当該実施要領及び契約に基づき

外部評価を行うものとする。

６ 外部評価の手法

(1) 外部評価は、複数の評価調査員（そのうち、主となる評価調査員を主任評

価調査員とする。）により実施された書面調査と訪問調査の結果を総合し

た上で、評価機関としての評価結果の決定を行うものとする。

(2) 複数のユニットを持つ認知症対応型共同生活介護事業所については、特別

な事情がある場合を除き、ユニットごとに調査を実施した上で、最終的な

評価は事業所全体を単位として行うものとする。

(3) 書面調査

ア 自己評価調査



事業者が実施した自己評価の結果を記載した自己評価及び外部評価結果

（様式１）の提出を求めることにより行うものとする。

イ 家族アンケート調査

評価を適切に行うための情報収集を目的として、利用者の家族に対し様式

３によりアンケート調査を行うものとする。この際、アンケートの回収は

評価機関が利用者の家族から直接行うものとし、回答内容が他に漏れるこ

とがないよう措置を講ずるものとする。

(4) 訪問調査

ア 訪問調査は、書面調査を実施した後に、評価調査員が事業所を訪問し、

外部評価項目について調査を行うことにより実施するものとする。

イ 訪問調査は、事業所の運営状況の概要等について評価調査員が管理者等

から説明を受けた後、現状の確認及び所定の評価項目に関する状況の調査

を行うものとする。

ウ 所定の調査作業を終了した後、管理者等を交えて全体的な総括と確認を

行うものとする。

エ 緊急を要する事項（明らかな基準違反等により、入居者に対するサービ

スの質が著しく低下している場合等）が判明した場合には、評価調査員は

当該評価機関を通じて市町に通報するなど適切な対応を行うものとする。

(5) 評価結果の決定

ア 主任評価調査員は、書面調査及び訪問調査の結果を総合的に判断して、

評価項目について、訪問調査を行った評価調査員全員の合意により評価を

行い、遅滞なく自己評価及び外部評価結果（様式１）を当該評価機関に報

告するものとする。

イ 評価機関は、アの評価結果の報告を受けたときは、報告に係る事業所に

事業者が実施した自己評価の結果を記載した自己評価及び外部評価結果

（様式１）の提出を求めることにより行うものとする。

イ 家族アンケート調査

評価を適切に行うための情報収集を目的として、利用者の家族に対し様式

３によりアンケート調査を行うものとする。この際、アンケートの回収は

評価機関が利用者の家族から直接行うものとし、回答内容が他に漏れるこ

とがないよう措置を講ずるものとする。

(4) 訪問調査

ア 訪問調査は、書面調査を実施した後に、評価調査員が事業所を訪問し、

外部評価項目について調査を行うことにより実施するものとする。

イ 訪問調査は、事業所の運営状況の概要等について評価調査員が管理者等

から説明を受けた後、現状の確認及び所定の評価項目に関する状況の調査

を行うものとする。

ウ 所定の調査作業を終了した後、管理者等を交えて全体的な総括と確認を

行うものとする。

エ 緊急を要する事項（明らかな基準違反等により、入居者に対するサービ

スの質が著しく低下している場合等）が判明した場合には、評価調査員は

当該評価機関を通じて市町に通報するなど適切な対応を行うものとする。

(5) 評価結果の決定

ア 主任評価調査員は、書面調査及び訪問調査の結果を総合的に判断して、

評価項目について、訪問調査を行った評価調査員全員の合意により評価を

行い、遅滞なく自己評価及び外部評価結果（様式１）を当該評価機関に報

告するものとする。

イ 評価機関は、アの評価結果の報告を受けたときは、報告に係る事業所に



対し、同結果の写しを送付し、意見がある場合には、挙証資料を添付した

上で、評価機関が定める日までに提出することができる旨を告知するもの

とする。

ウ 評価機関は、イの告知期間が経過した後に、アの報告の内容を踏まえて

評価機関としての評価結果を決定するものとする。

なお、評価を受けた事業者から告知期間内にイの意見及び挙証資料の提

出があった場合は、これを参酌し、アの報告の内容を検討し、評価機関と

しての評価結果を決定するものとする。

エ 評価機関は、アの報告又はイの事業者からの意見について専門的な観点

から審査を行う必要があると判断したときは、評価審査委員会を開催し、

その審査結果を踏まえた上で、評価機関としての評価結果を決定するもの

とする。

オ 評価機関は、評価結果を決定したときは、評価を受けた事業者に自己評

価及び外部評価結果（様式１）を送付するものとする。

カ 評価を受けた事業者は、必要に応じて、目標達成計画（様式２）を作成

するものとする。

７ 評価結果等の公開

(1) 評価機関は、利用者による事業所の選択に資するために、独立行政法人福

祉医療機構が運営する福祉保健医療情報ネットワークシステム（WAMNET）を

利用して、自己評価及び外部評価結果（様式１）及び目標達成計画（様式２）

（以下「評価結果等」という。）を広く公開するものとする。

(2) 事業者は、評価結果等の結果を次のとおり取り扱うものとする。

ア 利用申込者又はその家族に対する説明の際に交付する重要事項を記し

た文書に添付の上、説明すること。

イ 事業所内の見やすい場所に掲示するほか、入居者の家族に送付等を行う

こと。

ウ 事業所が存する市町及び平成18年４月１日以降指定を受けた他の市町

対し、同結果の写しを送付し、意見がある場合には、挙証資料を添付した

上で、評価機関が定める日までに提出することができる旨を告知するもの

とする。

ウ 評価機関は、イの告知期間が経過した後に、アの報告の内容を踏まえて

評価機関としての評価結果を決定するものとする。

なお、評価を受けた事業者から告知期間内にイの意見及び挙証資料の提

出があった場合は、これを参酌し、アの報告の内容を検討し、評価機関と

しての評価結果を決定するものとする。

エ 評価機関は、アの報告又はイの事業者からの意見について専門的な観点

から審査を行う必要があると判断したときは、評価審査委員会を開催し、

その審査結果を踏まえた上で、評価機関としての評価結果を決定するもの

とする。

オ 評価機関は、評価結果を決定したときは、評価を受けた事業者に自己評

価及び外部評価結果（様式１）を送付するものとする。

カ 評価を受けた事業者は、必要に応じて、目標達成計画（様式２）を作成

するものとする。

７ 評価結果等の公開

(1) 評価機関は、利用者による事業所の選択に資するために、独立行政法人福

祉医療機構が運営する福祉保健医療情報ネットワークシステム（WAMNET）を

利用して、自己評価及び外部評価結果（様式１）及び目標達成計画（様式２）

（以下「評価結果等」という。）を広く公開するものとする。

(2) 事業者は、評価結果等の結果を次のとおり取り扱うものとする。

ア 利用申込者又はその家族に対する説明の際に交付する重要事項を記し

た文書に添付の上、説明すること。

イ 事業所内の見やすい場所に掲示するほか、入居者の家族に送付等を行う

こと。

ウ 事業所が存する市町及び平成18年４月１日以降指定を受けた他の市町



村に対して、評価結果等を提出すること。

エ 自ら設置する運営推進会議において、評価結果について説明すること。

また、併せてサービス評価の実施と活用状況（様式４）を作成し、説明す

ることが望ましいこと。

(3) 事業所が存する市町は、当該サービスの利用を希望する者による事業所の

選択に資するために、事業所から提出された評価結果書を管内に設置する地

域包括支援センターに提供するとともに、市町の窓口及び地域包括支援セン

ターの窓口の利用しやすい場所に掲示等を行うものとする。

附 則

この要綱は、平成19年２月２日から施行する。

本要綱の施行に伴い、静岡県指定認知症対応型共同生活介護サービス外部評価

実施要綱及び静岡県指定認知症対応型共同生活介護サービス外部評価実施細目

（以下「旧実施要綱等」という。）は、廃止する。

なお、平成19年３月31日までは、旧実施要綱等に基づき評価を実施することが

できるものとする。

附 則

この改正は、平成21年４月21日から施行する。

なお、平成22年３月31日までは、改正前の要綱に基づき評価を実施することが

できるものとする。

附 則

この改正は、平成27年４月16日から施行する

村に対して、評価結果等を提出すること。

エ 自ら設置する運営推進会議において、評価結果について説明すること。

また、併せてサービス評価の実施と活用状況（様式４）を作成し、説明す

ることが望ましいこと。

(3) 事業所が存する市町は、当該サービスの利用を希望する者による事業所の

選択に資するために、事業所から提出された評価結果書を管内に設置する地

域包括支援センターに提供するとともに、市町の窓口及び地域包括支援セン

ターの窓口の利用しやすい場所に掲示等を行うものとする。

８ 運営推進会議との関係

(1) 地域密着型サービス指定基準第108条において準用する第34条第１項及び

地域密着型介護予防サービス指定基準第64条において準用する第39条第１

項に規定される運営推進会議を活用した評価は、「第三者による評価」とい

う点において、外部評価と同様の目的を有していることから、「指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第３条の37第１項に

定める介護・医療連携推進会議、第34条第１項（第88条、第108条及び第18

2条において準用する場合に限る。）に規定する運営推進会議を活用した評

価の実施等について」（平成27年３月27日老振発0327第４号、老老発0327

第１号）で示した評価の実施方法に従い、運営推進会議を活用した評価を受

けた場合は、外部評価を受けたものとみなすこととする。

(2)(1)の評価は、第３条(2)に規定する「過去に外部評価を５年間継続して実

施している」ことに係る継続年数に算入することはできない。

附 則

この要綱は、平成19年２月２日から施行する。

本要綱の施行に伴い、静岡県指定認知症対応型共同生活介護サービス外部評価

実施要綱及び静岡県指定認知症対応型共同生活介護サービス外部評価実施細目

（以下「旧実施要綱等」という。）は、廃止する。



なお、平成19年３月31日までは、旧実施要綱等に基づき評価を実施することが

できるものとする。

附 則

この改正は、平成21年４月21日から施行する。

なお、平成22年３月31日までは、改正前の要綱に基づき評価を実施することが

できるものとする。

附 則

この改正は、平成27年４月16日から施行する。

附 則

この改正は、令和３年４月１日から施行する。



以下（略） 以下（略）



（新設）











（様式１）

作成日　    　　年　　月　　日　

【事業所概要（事業所記入）】
事業所番号

事業所名

所在地

※事業所の基本情報は、介護サービス情報の公表制度のホームページで閲覧してください。

【評価機関概要（評価機関記入）】

評価機関名

【事業所が特に力を入れている点・アピールしたい点（事業所記入）】

【外部評価で確認した事業所の優れている点・工夫点（評価機関記入）】

自己評価及び外部評価結果

自己評価作成日 評価結果市町受理日

訪問調査日

法人名

所在地

（電 話）

基本情報リンク先URL

（様式１）

作成日　    　　年　　月　　日　

【事業所概要（事業所記入）】
事業所番号

事業所名

所在地

※事業所の基本情報は、介護サービス情報の公表制度のホームページで閲覧してください。

【評価機関概要（評価機関記入）】

評価機関名

【事業所が特に力を入れている点・アピールしたい点（事業所記入）】

【外部評価で確認した事業所の優れている点・工夫点（評価機関記入）】

自己評価及び外部評価結果

自己評価作成日 評価結果市町受理日

訪問調査日

法人名

所在地

（電 話）

基本情報リンク先URL



以下（略）

自己評価

実施状況 実施状況
次のステップ
に向けて期待
したい内容

○理念の共有と実践

　地域密着型サービスの意義を踏まえ
た事業所理念をつくり、管理者と職員
は、その理念を共有して実践につなげ
ている

○事業所と地域とのつきあい

　利用者が地域とつながりながら暮ら
し続けられるよう、事業所自体が地域
の一員として日常的に交流している

○事業所の力を活かした地域貢献

　事業所は、実践を通じて積み上げて
いる認知症の人の理解や支援の方法
を、地域の人々に向けて活かしている

Ⅰ．理念に基づく運営

　　　　　　　　　　　　　　’

1

2

3

1

2

自
己
評
価

外
部
評
価

項　　目

外部評価

以下（略）

自己評価

実施状況 実施状況
次のステップ
に向けて期待
したい内容

○理念の共有と実践

　地域密着型サービスの意義を踏まえ
た事業所理念をつくり、管理者と職員
は、その理念を共有して実践につなげ
ている

○事業所と地域とのつきあい

　利用者が地域とつながりながら暮ら
し続けられるよう、事業所自体が地域
の一員として日常的に交流している

○事業所の力を活かした地域貢献

　事業所は、実践を通じて積み上げて
いる認知症の人の理解や支援の方法
を、地域の人々に向けて活かしている

Ⅰ．理念に基づく運営

　　　　　　　　　　　　　　’

1

2

3

1

2

自
己
評
価

外
部
評
価

項　　目

外部評価



（様式２）

事業所名

作成日　    　　年　　月　　日　

【目標達成計画】
優
先
順
位

項
目
番
号

目標達成に
要する期間

1

2

3

4

5

注１）項目番号欄には、自己評価項目の番号を記入すること。
注２）項目数が足りない場合は、行を追加すること

目標達成計画

現状における
問題点、課題

目　　標
目標達成に向けた

具体的な取組み内容

（様式２）

事業所名

作成日　    　　年　　月　　日　

【目標達成計画】
優
先
順
位

項
目
番
号

目標達成に
要する期間

1

2

3

4

5

注１）項目番号欄には、自己評価項目の番号を記入すること。
注２）項目数が足りない場合は、行を追加すること

目標達成計画

現状における
問題点、課題

目　　標
目標達成に向けた

具体的な取組み内容



以下（略）

（様式３） 

 

利用者家族等アンケート用紙 

 

 

以下の質問について、グループホーム（介護予防を含む。以下「事業所」とい

う。）を利用されているご家族にうかがいます。当てはまる番号に○をつけてくだ

さい。 

 

（１） 職員は、ご家族の困っていること、不安、求めていること等の話をよく聞 

いていますか？ 

 

   1. よく聞いてくれる        2. まあ聞いてくれる 

3. あまり聞いてくれない      4. 全く聞いてくれない 

 

（２） 事業所でのご本人の暮らしぶりや健康状態、金銭管理、職員の異動等につ 

いて、ご家族に報告がありますか？ 

 

   1. よくある  2. ときどきある  3. ほとんどない  4. 全くない 

 

（３） 職員は、ご本人の介護計画をご家族にわかりやすく説明し、一緒に、内容 

に関する話し合いをしていますか？ 

 

1. 説明を受け一緒に話し合っている 

2. 説明は受けたが話し合っていない 

3. 説明も話し合いもない 

 

（４）職員は、ご本人の思いや願い、要望等をわかってくれていると思いますか？ 

 

   1. よく理解している        2. まあ理解している 

3. 理解していない         4. わからない 

 

（５） 職員は、ご家族やご本人のその時々の状況や要望に合わせて、柔軟な対応 

をしていますか？ 

 

   1. よく対応してくれる      2. まあ対応してくれる 

3. あまり対応してくれない    4. 全く対応してくれない 

以下（略）

（様式３） 

 

利用者家族等アンケート用紙 

 

 

以下の質問について、グループホーム（介護予防を含む。以下「事業所」とい

う。）を利用されているご家族にうかがいます。当てはまる番号に○をつけてくだ

さい。 

 

（１） 職員は、ご家族の困っていること、不安、求めていること等の話をよく聞 

いていますか？ 

 

   1. よく聞いてくれる        2. まあ聞いてくれる 

3. あまり聞いてくれない      4. 全く聞いてくれない 

 

（２） 事業所でのご本人の暮らしぶりや健康状態、金銭管理、職員の異動等につ 

いて、ご家族に報告がありますか？ 

 

   1. よくある  2. ときどきある  3. ほとんどない  4. 全くない 

 

（３） 職員は、ご本人の介護計画をご家族にわかりやすく説明し、一緒に、内容 

に関する話し合いをしていますか？ 

 

1. 説明を受け一緒に話し合っている 

2. 説明は受けたが話し合っていない 

3. 説明も話し合いもない 

 

（４）職員は、ご本人の思いや願い、要望等をわかってくれていると思いますか？ 

 

   1. よく理解している        2. まあ理解している 

3. 理解していない         4. わからない 

 

（５） 職員は、ご家族やご本人のその時々の状況や要望に合わせて、柔軟な対応 

をしていますか？ 

 

   1. よく対応してくれる      2. まあ対応してくれる 

3. あまり対応してくれない    4. 全く対応してくれない 



以下（略）

（様式４）

事業所の外部評価の実施と活用状況について振り返ります。

「目標達成プラン」を作成した時点で記入します。

【サービス評価の実施と活用状況についての振り返り】

（↓該当するものすべてに○印）

①
運営者、管理者、職員でサービス評価の意義につい
て話し合った

② 利用者へサービス評価について説明した

③
利用者家族へサービス評価や家族アンケートのねら
いを説明し、協力をお願いした。

④
運営推進会議でサービス評価を説明するとともに、
どのように評価機関を選択したかについて報告した

⑤ その他（　　　　　　　）

① 自己評価を職員全員が実施した

②
前回のサービス評価で掲げた目標の達成状況につい
て、職員全員で話し合った

③
自己評価結果をもとに職員全員で事業所の現状と次
のステップに向けた具体的な目標について話し合っ
た

④
評価項目を通じて自分たちのめざす良質なケアサー
ビスについて話し合い、意思統一を図った

⑤ その他（　　　　　　　）

①
普段の現場を見てもらったり、ヒアリングで日頃の
実践内容を聞いてもらった

②
評価項目のねらいを踏まえて、評価調査員と率直に
意見交換ができた

③
対話から、事業所が努力・工夫しているところを確
認したり、次のステップに向けた努力目標等の気づ
きを得た

④ その他（　　　　　　　）

3
外部評価（訪問調査当
日）

サービス評価の事前準
備

サービス評価の実施と活用状況

2 自己評価の実施

実施段階

1

取り組んだ内容

以下（略）

（様式４）

事業所の外部評価の実施と活用状況について振り返ります。

「目標達成プラン」を作成した時点で記入します。

【サービス評価の実施と活用状況についての振り返り】

（↓該当するものすべてに○印）

①
運営者、管理者、職員でサービス評価の意義につい
て話し合った

② 利用者へサービス評価について説明した

③
利用者家族へサービス評価や家族アンケートのねら
いを説明し、協力をお願いした。

④
運営推進会議でサービス評価を説明するとともに、
どのように評価機関を選択したかについて報告した

⑤ その他（　　　　　　　）

① 自己評価を職員全員が実施した

②
前回のサービス評価で掲げた目標の達成状況につい
て、職員全員で話し合った

③
自己評価結果をもとに職員全員で事業所の現状と次
のステップに向けた具体的な目標について話し合っ
た

④
評価項目を通じて自分たちのめざす良質なケアサー
ビスについて話し合い、意思統一を図った

⑤ その他（　　　　　　　）

①
普段の現場を見てもらったり、ヒアリングで日頃の
実践内容を聞いてもらった

②
評価項目のねらいを踏まえて、評価調査員と率直に
意見交換ができた

③
対話から、事業所が努力・工夫しているところを確
認したり、次のステップに向けた努力目標等の気づ
きを得た

④ その他（　　　　　　　）

3
外部評価（訪問調査当
日）

サービス評価の事前準
備

サービス評価の実施と活用状況

2 自己評価の実施

実施段階

1

取り組んだ内容


